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「（仮称）焼津市都市計画法に基づく開発行為の許可
の基準に関する条例」の制定に向けた取組について

●この条例とは？
都市計画法第34条第11号に規定される条例

市街化調整区域は、農家住宅などを除き、原則として
新たに建築物を建築することはできませんが、
この条例により、指定された区域については、
例外的に住宅などの建築（開発）が認められます。
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１．事業名

市街化調整区域

（4,942.3ha）

市街化区域

（2,087.7ha）

●市街化区域（市域の約３割）
市街化を促進する区域
市街化区域の約92％で都市的土地利用が
図られています。

●市街化調整区域（市域の約７割）
市街化を抑制し、自然環境や農林環境の
維持・保全を図る区域
無秩序な開発や市街化の促進を防ぐため、
原則として開発行為や建築行為が制限されます。

●人口・世帯数の推移
人口は減少（H22：143,249人⇒R6：136,845人）
世帯数は増加（H22：49,299世帯⇒R6：53,243世帯）

１．焼津市の現状
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１．事業名２．条例について

●（仮称）焼津市都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例

市街化調整区域であっても、市が条例で区域などを指定することにより、
市街化区域と同様に開発・建築が可能となる制度です。
都市計画法第34条第11号の規定に基づき、市街化調整区域における開発行為
及び建築の許可の基準に関して、必要な事項を定めます。

●都市計画法第34条第11号

都市計画法第34条第11号は、指定した区域について、例外的に住宅などの
建築（開発）を認める規定です。
なお、指定する区域は、市街化区域に隣接・近接していること、市街化区域と
一体的な日常生活圏を構成していること、おおむね50戸以上の建築物が連たん
していること、などの要件を満たす必要があります。
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１．事業名
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３．条例制定の目的

（１）定住人口の維持・増加
住宅の建築を可能とすることで、移住・定住を促進し、定住人口の維持・増加
を図ります。

（２）地域活力の維持・向上
住宅や店舗などの開発・建築を可能とし、地域活力の維持・向上の一助となる
よう取り組みます。

（３）多様な住宅ニーズへの対応
農家住宅・分家住宅だけでなく、宅地分譲やアパートの建築も可能となります。
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１．事業名
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４．区域指定の要件

（１）市街化区域に隣接または近接している地域であること

（２）市街化区域と一体的な日常生活圏を構成する地域であること

（３）おおむね50戸以上の建築物が連たんする地域であること

（４）区域のおおむね1/2以上が宅地などの土地利用がなされていること

（５）原則として、災害危険区域や優良農地などを含まないこと

※都市計画法、都市計画法施行令、静岡県開発審査会審議規程による
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１．事業名
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５．指定する区域

◆区域指定の要件（１）～（５）を満たし、「焼津市立地適正化計画」における
住まいるシティ拠点エリア（都市機能誘導区域）と一体的な日常生活圏を構成
する２地区（赤枠箇所）を選定しました。

SonicWeb-Ext

①保福島地区（シーガルドーム周辺） ②大富地区（市立総合病院周辺）

※黄色着色箇所は農振農用地区域のため、除外する

150
号

静岡
焼津線

東名
高速道路

住まいるシティ拠点エリア
（⻄焼津駅周辺地域拠点）

SonicWeb-Ext

小川島田幹線

住まいるシティ
拠点エリア

（中部地域拠点）
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１．事業名
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６．建築可能な建築物について

●条例区域指定前

・線引き（昭和51年）前から宅地であった土地における住宅
・農家住宅、分家住宅
・日用品店舗、福祉施設 など

●条例区域指定後

指定前の建築物に加え、次の建築物が誰でも建築可能となります。
・一般住宅、共同住宅（アパート）
・店舗兼用住宅、事務所兼用住宅
・一定規模の店舗、飲食店 など ※幹線道路沿い

限定的

緩和

◆工場や事務所・倉庫は建築できません。（※幹線道路沿いは、一定規模の事務所・倉庫は可）
建築物の建築においては、建築基準法上の接道義務など、また、開発許可を要する場合には
開発許可の技術基準（道路幅員など）を満たす必要があります。
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１．事業名
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７．具体的な予定建築物の用途等

幹線道路沿い ※全 域

第二種中高層住居専用地域相当第一種低層住居専用地域相当用途地域（相当）

①住宅、共同住宅、寄宿舎
②店舗・事務所兼用住宅
③店舗、飲食店等

（２階建以下かつ延べ面積
1,500㎡以下）

①住宅、共同住宅、寄宿舎
②店舗・事務所兼用住宅
（非住宅部分：50㎡以下かつ
延べ面積の1/2以下）

建築可能な建築物

200㎡敷地面積の最低限度

60％ ／ 150％40％ ／ 60％建ぺい率／容積率

10ｍ以下建築物の高さ

※幹線道路沿いとは、①保福島地区は、県道「上青島焼津線」、②大富地区は、国道150号及び
都市計画道路「小川島田幹線」のいずれかに接し、当該道路境界より50ｍの範囲とする
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１．事業名
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８．治水対策について

◆この条例に基づいて宅地化される土地は、農地からの転換も想定されることから、
水害の発生を抑制するため、焼津市の開発許可技術基準に基づき、雨水貯留浸透
施設や調整池などの設置を義務化します。
なお、開発行為に当たらない個々の住宅などの建築行為においても設置が必要です。

雨水貯留浸透施設は、集中豪雨時に雨水を一時的に貯留し、
周辺の土壌に浸透させることで、雨水の流出量を抑制し水害を
防止するとともに、地下水の涵養にも効果があります。

雨水貯留浸透施設のイメージ

国土交通省九州地方整備局資料より
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令和８年 ７月：パブリックコメント（市民意見公募）

８月：焼津市都市計画審議会

11月：静岡県開発審査会

令和９年 １月：焼津市例規審査委員会

２月：市議会上程

４月：条例施行

今後のスケジュール
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